
令和７年１２月 

保護者のみなさまへ 

堺市教育委員会 

児童生徒用パソコン（iPad）の貸与について 

平素は、本市教育活動にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

堺市教育委員会では、国が提唱するGIGAスクール構想を推進し、ICTを活用してこどもたちが自ら学

びを進められるようにするため、市立小・中学校、支援学校において児童生徒用パソコンを活用した学

習を進めています。 

つきましては、在籍する児童生徒に児童生徒用パソコン（iPad)を貸与しますので、下記の内容をご理

解のうえ、学校・家庭での学習に活用いただきますようお願いいたします。 

なお、児童生徒用パソコンは、卒業や転出入の場合に、他の児童生徒が使用したり、他の児童生徒が

使ったものを使用したりする場合がありますので、紛失や破損のないよう大切に取り扱ってください。 

記 

１ 貸与機器について 

品名 備考 

児童生徒用パソコン（iPad） 青色保護カバー付（※）。 

キーボード 青色保護カバー付（取外し不可）。 

ACアダプタ、USB Type-Cケーブル 白色。児童生徒用パソコン充電用。純正品 

充電式タッチペン 白色。 

USB Type-Cケーブル 白色。タッチペン充電用。 

※貸与機器はリース品で、契約期間（令和13年2月末まで）後に返却する必要がありますので、紛

失・破損のないよう大切に使用してください。

※機器保護のため、青色保護カバーは外さずに使用してください。

２ 同意書の提出について 

  貸与にあたって、児童生徒及び保護者の方に守っていただく事項を、別紙１「堺市立学校に  

おける児童生徒用パソコンの利用に関する注意事項」に記載しています。ご家庭でお子様と一緒に

お読みいただき、別紙２「堺市立学校における児童生徒用パソコンの貸与に関する同意書」に必要

事項を記入のうえ、学校へ提出してください。 

提出期限  令和 ７年１２月１１日（木） 

３ パスコードについて 

児童生徒用パソコン（iPad）を起動するためのパスコード（英字（大文字・小文字）や数字で4文字）

は、児童生徒が学校で設定します。設定したパスコードを書いた「パスコード設定票」を家庭に持ち

帰りますので、大切に保管してください。 

また、この機会に、パスコードの大切さや家庭に持ち帰った際の使用ルールなどについてお子様と

お話しいただきますようお願いいたします。 

４ 児童生徒用操作マニュアルについて 

後日、児童生徒用パソコン（iPad）に配信しますので、操作等で困った際はご確認ください。 

５ 令和７年度の使用開始について 

・児童生徒用パソコン（iPad）は、順次学校に設置し、設置した学校から使用できます。ただし、

令和８年２月末までは試験運用期間とし、児童生徒用パソコン（Windows）も使用できます。

・試験運用期間中は、児童生徒用パソコン（iPad）の持ち帰りを行いません。持ち帰りを行う場合

は、児童生徒用パソコン（Windows）を持ち帰りますので、家庭で充電をお願いします。

・児童生徒用パソコン（iPad）の運用は令和８年３月から開始します。運用開始後は、児童生徒用

パソコン（Windows）は使用できません。
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２ 個人情報の利用について 

児童生徒用パソコンを用いた学習では、学習用クラウドサービスを使用し、個人情報をはじめと

する教育データについて下記のとおり取り扱います。 

（１）児童生徒用パソコンで使用する学習用クラウドサービス 

（ア）学習用ツール「Microsoft365」（日本マイクロソフト株式会社） 

（イ）ドリルコンテンツ「ドリルパーク（ミライシード）」（株式会社ベネッセコーポレーション） 

（ウ）授業支援ソフト「SKYMENU Cloud」（Sky株式会社）

（エ）学習eポータル「L-Gate」（株式会社内田洋行）

（オ）デジタル採点支援システム「百問繚乱」（株式会社シンプルエデュケーション）（中学校のみ）

（２）取り扱う個人情報 

・氏名（漢字、ふりがな）、学校名、学年、組、出席番号、アカウント名等の識別情報

・学習記録（課題、テスト、レポート、作品、作成した資料など）

・学習活動の記録（授業や学校行事、部活動等の動画・写真など）

・家庭と学校との連絡内容

・オンライン会議サービスの利用時における参加者（児童生徒等）の映像・画像・音声など

・学習用クラウドサービスの利用履歴・各サービスと連携するサービスを利用した際の利用履歴

に含まれる情報

・各サービスに関する問い合わせ、要望等が必要になった場合に伝える情報

・本人が提供に同意した情報（アンケートの回答など）

・端末の利用状況（サイトの閲覧履歴、端末の操作履歴、通信履歴など）

（３）利用目的 

児童生徒の学習状況を把握し、適切な学習指導を行うため 

※利用するクラウドサービスや取り扱う個人情報は今後変更する場合があります。
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わす

れてしまったら、先生
せんせい

にすぐに連絡
れんらく

してください。 

・この「パスコード設定票
せっていひょう

」は、次
つぎ

のパスコード変更
へんこう

まで大切
たいせつ

に保管
ほ か ん

しましょう。 

学年
がくねん

・組
くみ

 年
ねん

   組
くみ

   番
ばん

 

なまえ  

切
り
取
り
線 

学校保管用 家庭保管用 

切
り
取
り
線 




